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研究成果の概要（和文）：　主体がもつ心的内容、そしてその発話のプロセスを解明することを通して、言葉の
意味を明らかにすることを目指した。そのための基礎研究として、固有名がどのようにしてその指示を獲得する
のかを、主体が内的表象をどのようにして獲得し、またその内容を経験に応じて改訂していくのかという過程に
注目することで、明らかにしようとした。
　また、本研究の副次的な産物として、後期ウィトゲンシュタインが「規則に従うこと」に関して行った考察の
一部が、現代の認知科学や機械学習で研究されているパターン認識の問題と深いつながりをもつ、という見解を
得ることができた。

研究成果の概要（英文）：In this study, I aimed to clarify the meanings of an utterance by 
elucidating the process through which the speaker verbalizes the mental content she wises to express
 by the utterance.  As a basic research to that end, I tried to clarify how a proper name acquires 
its reference by paying attention to  how the subject acquires, and they revises,  the internal 
representations of the referent of the name.
In addition, as a secondary product of this research, I came to have the view that part of the 
considerations made by the later Wittgenstein on "following rules" is deeply linked to the problem 
of pattern recognition, widely  studied by modern cognitive science and machine learning.

研究分野： 言語哲学
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１． 研究開始当初の背景 
 
現代の形式意味論では、自然言語の表現の

意味を分析することは、その表現がもつ意味
論値（外延、内包）を与えることによってな
され、特に、平叙文の意味は、その要素とな
っている表現の意味論値からその真理条件
を特定することによって与えられる、と考え
られている。しかし、「私」、「今」、「ここ」
といった指標詞は、その発話者や発話の時点、
場所に関する情報抜きで、その意味論値を端
的に指定することはできず、カプラン
（"Demonstratives", 1977）は、指標詞を含
む文の真理条件を文脈(context)に相対化す
ることで、こうした表現を含む文に対する意
味論を与えたのであった。しかし、カプラン
自身認めているように、こうしたアプローチ
には限界があり、「これ」や「あなた」、「彼」
といった直示詞、二人称、三人称代名詞を適
切に扱うことができない。 
 申請者自身、意味論と語用論の境界(「指示
と意図」、『岩波講座哲学 3』2009)、直接話法
に対する意味論的分析(A Theory of Direct 
Discourse: Its Semantics and Pragmatics, 
Ph.D thesis, UCLA, 2013)について考察して
きたが、その過程で、現在の意味論の枠組み
には深刻な欠落があると信じるに至った。特
に、現代の形式意味論では、人称代名詞や、
「行く」と「来る」、「やる」と「くれる」の
ような視点依存的な表現に対してどのよう
な扱いを与えるべきなのかが定まっておら
ず、このような表現に対して無理のない分析
を与えうるような枠組みを用意することが
必要であると感じられた。 
 
２． 研究の目的 

 
 現代の意味論は、文が発話された結果、そ
れがどのような真理条件をもつのかは扱う
ものの、それがどのようなプロセスを経て発
話されたのかは扱わない。しかし、アリスト
テレス（『命題論』）以来支配的であった見解
に従えば、そもそもたんなる音声である発話
が意味をもつのは、それが話者の何らかの内
的表象状態を外化しているからに他ならな
い。その際、言葉の意味とは、話者が内的状
態を言語化(verbalize)する際の規約に求めら
れることになるだろう。本研究の目的は、こ
うした伝統的な意味理解に基づいて、意味論
を再構築することにある。 
 その際、特に重要となるのは、内的表象が
そもそも「表象」、すなわち何かを表すもの
となるのはなぜか、そして、言語的表現は如
何にして内的表象からその表象機能を受け
継ぐのかの解明であろう。こうした事柄を明
らかにし、指標詞や人称代名詞、「行く」や
「来る」といった視点依存的な表現の意味論
をより深いレベルから再構築することを目
指した。 
 

３．研究の方法 
 
 本研究は、最終的には人称代名詞を始めと
する、様々な「視点依存的」表現の意味論を
内的表象の言語化という観点から作り直す
ことにある。しかし、こうした研究は、内的
表象が如何にして外的事物を指示するのか、
そしてまた、そのような内的表象と言語表現
の間にはどのような関係が成立するのかを
明らかにしない限り、説得力をもつことはな
いだろう。こうした観点から、本研究では、
従来言語哲学で膨大な議論が費やされてき
た固有名を題材にとって、固有名の指示を内
的表象の指示という観点から理解できない
かを研究した。 
その際、報告者が参考にしたのは、現代の

認知科学での概念モデルや、機械学習での概
念習得モデルである。これらのモデルの特徴
は、個体や事物の現れが相互にもつ類似性に
着目する点である。たとえば、事例モデルで
は、概念は事例(典型的には知覚イメージ)の
束、集まりとしてモデル化され、個々の対象
の概念は、その対象が主体に提示する知覚経
験の束としてモデル化される。すると、日常
に於ける対象の再同定は、現前する対象が主
体に提示する知覚像が、その主体がもつ知覚
経験の束のどれと最も強い類似性を示すの
かに基づいてなされることになるだろう。、
この観点こそが、従来の言語哲学や意味論に
おいて決定的に欠けていたものであるとい
う認識のもとで研究に取り組んだ。たとえば、
クリプキは彼の有名な記述説批判において、
固有名の指示を決定する際に記述が果たす
べき役割を、対象が当該の記述、あるいは記
述の「束」を満たすこと以外に求めてはいな
い。しかし、記述が、かりにその対象を正し
く記述していなくとも、その対象が示す諸特
徴と一定の類似性を示すのなら、それは主体
にとってその対象を再同定する際に大きな
助けとなる可能性がある。こうした観点に立
てば、固有名の指示対象の決定の際に記述の
果たす役割を、その対象を正しく記述するこ
とではなく、むしろパターン認識を可能にす
る材料を提出することにあるという見解が
ありえる。このような観点から、伝統的に指
示の問題を再考する余地があるのではない
かとの認識で、従来の内包・外延の概念や論
理的推論を中心にした分析手法ではなく、類
似性や蓋然性を中心にした分析の可能性を
追求した。 
 
４．研究成果 
 
 固有名の指示については、心理学で提唱さ
れている「事例モデル」を例に取り、概念の
改訂過程に着目することで、如何にして概念
が世界の中に存在する事物を表象すると言
えるのかのモデルを提出した。その際報告者
が提出したのは、「言語的事例」という概念
であり、これは主体がどのようにして純粋に



言語的な学習を通して新たな概念を獲得し
うるのかを説明することを目指したもので
ある。その過程で、知覚がもつ志向性を前提
にすることで(すなわち、われわれが世界に
存在するものを知覚することができるとい
うことを前提にすることで)、主体の持つ概
念が「ある対象に関して志向的に安定してい
る intentionally stable with respect to 
an object」という概念を取り出し、この概
念が、日常的な意味での「指示」の概念が果
たす役割と類似の役割を果たしえることを
論じた。この成果の一旦は、国内外の学会、
コロキウムで発表され、Lecture Notes in 
Artificial Intelligence シリーズの一部と
して出版される予定である。 
 また、これは当初の予定にはなかったこと
であるが、本研究の遂行過程において、類似
性に基づく認知は、後期のウィトゲンシュタ
インが「規則に従うこと」に関して行った有
名な一連の議論と深い関係をもつというこ
ことが、次第に報告者に明らかなこととなっ
た。これは、通常のウィトゲンシュタイン解
釈で強調されることはない観点であるため、
2016 年度の日本科学哲学会のシンポジウム
提題において、この観点を提示した。 
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